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障がい者理解の促進

〇障害者週間における啓発
障害者週間（毎年１２月３日～１２月９日）に合わせ、市内１８か所において障がい者理解に関するポスター

掲示とチラシを入れたポケットティッシュの配布を行った。（新型コロナ対策のため設置による配布とした。）
期 間：１２月２日（金）～１２月９日（金）
場 所：市内公共施設・交通機関・総湯・店舗等１８か所

〇機関紙『アーモンド』発行と配布
市民向けの障がい者理解の啓発活動として、障がいに関する情報や障がい者支援施設・障がい福祉サービスの

紹介などを記事とした機関紙「アーモンド」を毎年発行しており、11月に第15号として配布した。

〇こころの健康ボランティア養成講座（全３回コース）
こころの病気や障がいについて学び、参加者が自身のできるボランティア活動を考える機会として講座を行っ

た。
1回目：公開講座 「こころの病気を当事者の体験から学ぶ ※12月5日開催
2回目：養成講座 「ボランティアの心得について学ぶ ※12月6日開催
3回目：体験講座 「当事者と交流」 ※12月中頃に開催予定

〇小学校等手話教室の開催
聴覚障がい者が小学校で講師となり、日常生活の体験談や講話、手話実技などを通して、障がいのことを学ん

で考えることにより福祉のこころをはぐくむことができるよう、取り組んでいる。
参 加 校：市内９校（うち８校終了・１校予定）
参加児童：２７５名（見込） ※３～４年生が対象

〇かもまる講座（市職員出前講座）
障がい者支援や障がい理解について、市内の団体向けに出前講座を行っている。7月に障がい者団体より支援

内容に関して講座と意見交換を行った。
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手話奉仕員の養成

手話を必要とする聴覚障がい者のコミュニケーション支援や社会参加を
支援するため、日常会話を手話表現できる市民を増やしていく「手話奉仕員
養成講座」を行っている。

令和４年度は入門編として簡単なあいさつや自己紹介など、手話の基礎知
識を学ぶことを目標に開催。

【手話奉仕員養成講座（入門編）】

〇受講人数：９名（うち修了人数：６名）
※修了者は令和５年度に、さらに高度な内容の基礎編を受講できる。

〇開催期間：５月～１０月（全２３回）
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『地域生活支援拠点等』の体制整備

●障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え居住支援のための機能を地域の実情に応じた創意工夫
により整備し、障がい者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築

●加賀市では、市内の複数の障害福祉サービス提供事業所が連携して、地域の障がい者を支援する『面的整
備型』で行っていくこととしている。

●必要な機能等の強化・充実を図ることで、地域生活支援体制の推進へ。
●法的根拠：第４期障害福祉計画の基本指針において成果目標として、平成２９年度末までに各市町または
圏域に少なくとも１つを整備することを基本。

５つの機能 考え方 方針 具体的な取り組み

１．相談
（地域移行、親元から
の自立等）

・24時間365日の相談体制の整備
・身近な地域での相談窓口機能
・緊急時受け入れと相談のコー
ディネート機能を担う体制

【方針】
①現在相談支援事業所に委託している一般相談として
の対応としてはどうか。虐待相談及び緊急時対応に
ついて、加算等の体制も含め検討していく

②ブランチと相談支援事業所（地区担当割）との連携

・各相談支援事業所が1か月単位
の輪番制での対応とする。

２．体験の機会・場
（1人暮らし、グループ
ホーム等）

・一人暮らしの体験ができる場の
確保

【方針】
①短期入所など宿泊体験できる事業所のリスト作成
②市営住宅の入居条件の検討や不動産屋との協議

・事業者への説明会（令和3年11
月29日）を実施し、協力依頼
する⇒登録制

３．緊急時の受け入れ
（短期入所の利便性・
対応力向上）等

・短期入所施設の確保（精神、知
的、身体など状態に対応でき
る）

・緊急時とは、親の入院、喧嘩し
て大家から出された、親等が救
急搬送された場合等を想定

・夜間の対応は困難であるが、ど
うするか

【方針】
①短期入所できる事業所のリスト作成
②緊急時の宿泊加算の検討

・宿泊費と食費を合わせて支払
う

・あくまで緊急対応として考え
るため、短期入所などへつな
ぐまでの最大2泊まで

⇒登録制

４．専門性
（人材確保・養成・連
携等）

・かかわりだけでなく疾患の理解
と医療連携ができる人材の育成

・面接技術等の研修の実施

【方針】
①専門職対象の研修会、事例検討の実施
（研修会内容においては、じりつ支援協議会と連携）

・じりつ支援協議会と連携し研
修会等の実施

５．地域の体制づくり
（サービス拠点。コー
ディネーターの配置
等）

・１の相談と連動し、地域で支え
るしくみ

・障害者理解の促進
・個別地域ケア会議を通しての障
害理解の促進へ。

【方針】
①住民への理解促進のためのシンポジウムや研修会
②個別地域ケア会議の実施
③支援困難事例を通し地域課題の共有し、地域の体制
を作る。

・令和４年は住民向けに講演会
を開催。今後、継続的に実施
していく
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障がい者の就労対策

１ 障がい者雇用推進
南加賀就労支援強化連絡会（ネットワーク推進委員会）への参加
・障害者就職応援セミナー（お仕事なんでも相談会 １１月８日実施 ３人参加）の参画
・企業向けセミナー（１月１８日オンライン開催予定）の参画

２ 障がい者のテレワーク推進事業
（１） 障がい者支援機関向けセミナー（８月１０日（水）オンライン開催）

対象 加賀市近隣の障がい者支援機関（相談支援、就労移行、就労継続等の事業所等）
内容 ・在宅訓練について ・テレワークに必要な訓練、そのポイント

・テレワーク雇用の定着支援について 等
登壇者 脳卒中・身体障がい専門 就労支援センター「リハス」金沢

ボーダレスワーク（山口県岩国市）、
ワークイズ（東京都）
参加者 5人

（２） テレワーク型障がい者雇用セミナー
（加賀市、鯖江市、安城市の３市合同）（１０月14日（金）オンライン開催）

対象 加賀市、鯖江市、安城市に在住する障がいのある人
内容 ・求人紹介セミナー ・情報交換、意見交換等
参加申込 22人（加賀市６人、鯖江市5人、安城市11人）

３ 障害者就労施設等からの物品等調達の推進
障害者就労施設等における供給可能物品等の調査 12月実施予定
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協議会体制図 目的：障がいのある人が普通に暮らせる地域づくり。そのために課題を整理し、自分たちができることを実行する場。
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つながり部会…当事者の活動の活性化や継続が
（当事者） できるための課題整理、

具体策の検討

おとな部会…障害福祉サービスを含む社会資源や
横のつながりの充実のための課題整理、
具体策の検討
ex）就労、計画策定について

こども部会…障害福祉サービスを含む社会
資源や横のつながりの充実の
ための課題整理、具体策の検討

まなび部会…障がい分野の職員の資質向上、権利擁護
の視点に立った支援の実現、核となる
支援者の養成

全体会…委員が全員参加し、年１回程度、専門部会の取り組みを確認、支援者同士の話せる場

報告

提案
助言

提案
提案
報告

確認

専門部会…課題において解決策を検討及び実行

連携

悠々あゆみ会

〇意見・アイデア・課題の提言
〇自ら解決する場

加賀市じりつ支援協議会
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加賀市障がい者地域ケア会議
目的：国の基本指針に基づき、地域生活支
援拠点の整備・運営や、精神障害にも対応
した地域包括ケアシステムの構築を進めて
いくために協議の場を設置する。加賀市で
は、加賀市じりつ支援協議会内会に位置づ
ける。

第1層（共助）：市全体において主に資源
開発（不足するサービスや担い手の創出・
養成など）を中心とする機能
第2層（互助）：第1層の機能の下で具体的
な活動を展開する機能
第3層（自助・互助）：個々の生活支援
サービスの事業主体で利用者と提供者の
マッチング機能や当事者同士の課題解決機
能

第1層と第2層を総称し『加賀市障がい者地
域ケア会議』とする。

運
営
会
議

推
進
会
議

地域移行支援会議
連携

相談事業所等連絡会

第1層

第2層 第3層

等

連携

確認
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令和４年度 加賀市地域包括支援センターの運営について

【地域】
高齢者、ひきこもり、就労支援、健康、認知症、統合失調症や躁うつ病、アルコール依存症等精神疾患、身寄りのない方、医療につな
がっていない人などの相談など。

【機能】
身近な相談窓口
機能

地域づくり機能

健康づくり機能

ブランチ業務（個別援助業務）
○地区高齢者の個別相談、支援 ○24時間３６５日の対応

委託先：市内１６の地域密着サービス事業所

地域福祉コーディネート業務
○地域資源の把握、開発、担い手育成、活躍する場の確保
○交流活動の開催支援

【地区地域包括支援センター（ブランチ）】

【加賀市相談支援課】
〇生活保護 〇生活困窮者支援 〇消費生活センター
〇ひきこもり支援 〇孤独・孤立支援 〇行政相談 など

【加賀市基幹型地域包括支援センター】
〇総合相談支援 〇包括的・継続的ケアマネジメント支援
〇権利擁護
〇介護予防ケアマネジメント業務 〇在宅医療・介護連携推進
〇生活支援体制構築 〇認知症総合支援事業
〇障がいのある人の相談窓口 など

相
談

高齢者に限らない
相談が増えている

支援方針やつなぎ先の
窓口などの相談

バックアップ
（同行訪問やケース会議支援、研修会）

介護予防と健康づくり（疾病予防・重症化予防）連動
○地区高齢者の生活習慣病の重症化防止（個別支援）
○地域へのフレイル予防の啓発普及

【市直営の強み】
●他課とのネットワー
ク、つなぎ

●他分野とのネット
ワーク

●各種施策との連動

健康課

介護福祉課

建築課（市営住宅）

税料金課

社会福祉協議会

NPO法人

民生児童委員

など

など

【相談支援事業所】

【機能】
障がいのある人
の相談窓口機能

指定先：市内６事業所

個別援助業務
○地区の障がいのあ
る人の個別相談、

支援
○２４時間３６５日緊
急時等の対応

連携

教育委員会

子育て支援課

地区地域包括支援センター（ブランチ）及び相談支援事業所が核となり、地域住民と一体的に考え、取り組む体制を市の相談支援課がバックアップす
る体制を強化

連携
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